
 

新居浜市主権者教育推進事業 

同じ名字や名前で
⽴候補した場合、 

どのように 
区別するの︖ 

選挙において、同じ名字の人とか同じ名前の人が２人

以上⽴候補する場合があります。２人以上いた場合で、

投票用紙に名字又は名前のみ書かれていた場合は、誰に

投票したのかが明確にわからないため、その票を該当す

る候補者で分け合う、「按分（あんぶん）」をすること

が法律で規定されています。 

「票を分け合う」と言っても、単純に半分ではなく、

該当する候補者が得た票の割合に応じて、例えばＡさん

0.588 票、Ｂさん 0.411 票というように、小数点以下３

桁まで割り振るようになります。（小数点４桁以下は切

り捨てられます。） 

⽴候補する人にとっては、いかに自分に明確に投票し

てもらうか、投票する人にとっては、自分が投票したい

と思う候補者への記入方法に、それぞれが注意する必要

があります。 

選挙「コ」ネタのコーナー 

【せんかん新聞 niihama】第９号 
令和４年３月１８日発行 

発行者：新居浜市選挙管理委員会事務局 
新居浜市一宮町一丁目 5-1（市役所内） 

  ℡65-1311 FAX65-1641 
  Mail senkan@city.niihama.lg.jp 

【08 号の答】「垣生公⺠館」でした。 

クイズ 

ここはどこでしょう 

投票所を 

探そう 

・市内の公⺠館では唯一の木造だよ。 

・体育館が併設されているよ。 

答えは表面にて発表します� 

ついに、最終号を迎えてしまいました。昨年４月に配属されて以

降、前任者の用意していた題目に沿って原稿にする作業は思いの

ほか大変でしたが、皆さんのおかげで最後はドタバタしながらも何と

かここまで来ました。至らない部分も多々あったかと思いますが、今

年度１年ご覧いただき、本当にありがとうございました。（うさぎ） 

昨年度に引き続き、新型コロナウイルスの影響

を⼤きく受けた１年間でしたが、５校で啓発講座

を実施することができました。講座の一部は新型

コロナウイルス感染拡⼤防止のため、オンライン

での実施となりました。 

講座につきましては、令和４年度以降も継続し

て実施予定ですので、ご希望等がございましたら

お気軽にお問い合わせください。 

選挙啓発講座を実施しました 

新居浜工業高等

専門学校にて 

１学年を３回に

分けて実施しま

した。 

新居浜東高等学

校では、各教室

をオンラインで

つないで実施し

ました。 


